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１ 事業の目的及び運営方針 

（1） 事業の目的 

医療法人社団山手クリニック リオクリニックが開設する通所リハビリテーション（以下、「事

業所」という。）が行う通所リハビリテーション及び、通所リハビリテーション及び介護予防通

所リハビリテーションの事業（以下、「サービス」という。）の適正な運営を確保するために人

員及び、管理運営に関する事項を定め、事業所はご利用者（以下、「利用者」という。）に対し

て、介護保険法令の趣旨に従って利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ

て自立した日常生活を営むことができるよう、サービスを提供することを目的とします。 

（2） 運営方針 

① 事業所の従業員（以下、「事業者」という。）は、利用者の心身の状況を踏まえて、可能な限り

その居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の

立場にたって援助します。 

② 事業者は、サービスの実施に当たっては、利用者の意思人格を尊重し、利用者の選択に基づき

適切且つ、効率的にサービスを提供します。 

 

２ 事業所の概要 

事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとします。 

  事業所名   医療法人社団山手クリニック リオクリニック 

         通所リハビリテーション 

所 在 地   神奈川県川崎市多摩区生田１－１－１ 

電話番号   ０４４－８７４－４０２２ 

 

 

 

 

 

 



 

３ 職員の職種、人員及び職務内容 

事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は下記のとおりとします。 

① 管理者   1 名 

  管理者は、当通所リハビリテーション施設の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行います。 

② 医師    2 名（常勤職員 2 名 非常勤職員 0 名） 

  医師は、利用者に対し適切な医学的管理をします。又、各利用者の症状に合わせた通所リハビリテー

ション実施計画書の作成や各計画を示し作成します。 

③ 看護職員  2 名以上（法令に基づいた人員を配置） 

  看護職員は医師の指示やリハビリテーション計画、栄養ケア計画、基づき、そのサービスの提供、指

導を行う。又、利用者の身体的状況に応じて看護を行います。 

④ 介護職員  2 名以上（法令に基づいた人員を配置） 

介護職員は、リハビリテーション計画に基づき、身体状況に応じて介護の提供を行います。 

⑤ 理学療法士 3 名以上（法令に基づいた人員を配置） 

  理学療法士は医師の指示に基づいた通所リハビリテーション計画を作成し実際のリハビリテーショ

ンの提供、指導を行います。 

⑥ 管理栄養士 1 名（常勤職員 1 名  非常勤職員 0 名） 

管理栄養士は、利用者の症状に合わせた栄養管理計画を他職種と共同にて作成し、栄養管理を行いま

す。 

 

４ 営業日及び、営業時間 

  月曜日～金曜日（予約状況に合わせて実施します） 

 日曜祝祭日並びに、年末年始、お盆休み、クリニックが指定した休日を除く  

  営業時間 営業日の午前 9 時 30 分～午後 6 時迄 

提供時間 1 単位 午前 9 時 30 分～12 時 40 分迄 

     2 単位 午後 9 時 30 分～11 時 00 分迄 

     3 単位 午前 11 時 00 分～12 時 40 分迄 

      

 

５ 介護予防・通所リハビリテーションの申し込みかたサービスまでの流れと主な内容 

① 担当ケアマネージャー若しくは本人又は家族から申込書をお送りください。 

② 診察・面談を致します。 

③ 契約を締結し、サービス提供の相談をします。 

④ 担当ケアマネージャーから提供票が送付されます。 

⑤ サービス提供を実施いたします。 

 

 

 

６ 利用者の定員 

利用者の定員は、1 単位は 10 名、2 単位、3 単位は各 5 人とします。 



 

７ 通所リハビリテーションの利用内容 

 事業所で提供するサービスは次のとおりとします。 

① 通所リハビリテーション及び、介護予防通所リハビリテーション計画の立案 

   事業所でのサービスは、身体機能の維持及び向上を目指し、利用者に関わるあらゆる職種の職員の

協議によって作成される通所リハビリテーション及び、介護予防通所リハビリテーション計画に

基づいて提供致します。 

② 医学的管理・看護・介護 

利用者の病状及び身体状況に合わせて適切な医療及び医学的管理の下における看護、介護並びに

日常生活のケアを行います。 

③ 機能訓練 

理学療法士により利用者の状況に適した機能訓練を行い、身体機能の維持・向上を目指します。原

則として機能訓練室にて行います。 

④ 栄養改善指導 

管理栄養士により身体状況に合わせて、日々の食事の確認、食生活の見直し、個々に合わせた栄養

改善を目指します。 

 

８ 利用料金その他の費用の額 

① 利用者は、サービスの対価として下記に定める料金を基に計算された当月毎の合計金額を支払う

こととします。 

② 事業者は、当月分の利用額、その他自費負担分を合計した請求書を翌月 10 日迄に発行し、10 日

以降に利用者に提示することとします。 

③ 事業者は利用者から料金の支払いを受けたときは、利用者に対し、領収書を発行したします。 

④ 利用者の都合にてサービスを中止する場合は 1 回に付き、500 円のキャンセル料を利用者に請求

します。但し、利用者は、事業者に対してサービス提供日前日の午後 6 時迄（前日が日曜・祝祭

日の場合は、前々日の午後 6 時迄）に通知することにより、キャンセルにかかる料金を負担する

ことなく利用を中止することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

通所リハビリテーション費 

要介護度 1 日の利用単位 

利用時間 1 時間以上～2 時間未満 3 時間以上 4 時間未満 

要介護１ 369 単位 486 単位 

要介護２ 398 単位 565 単位 

要介護３ 429 単位 643 単位 

要介護４ 458 単位 743 単位 

要介護５ 491 単位 842 単位 

リハビリテーションマネジメント加算Ａ(イ) 開始６ヵ月以内 560 単位/６ヵ月以降 240 単位 

リハビリテーションマネジメント加算Ｂ(イ) 開始６月以内 830 単位/６ヵ月以降 510 単位 

短期集中リハビリテーション加算 110 単位 

リハビリテーション提供体制加算 12 単位 

栄養改善加算 150 単位 （2 回/月） 

通所リハ送迎減算 －47 単位 

◎上記加算はサービス担当者会議を通じ、必要と認められる場合は継続します。 

※１ 短期集中リハビリテーション実施中は月 13 回を超えて算定する場合もあります。 

※２ 栄養改善が必要なる利用者に対し、管理栄養士や関連職種が改善計画を作成し、サービスの実施及

び定期評価等を行った場合。この計画は利用者及びその家族に説明し、同意を得ます。 

 

 

予防介護通所リハビリテーション費 

 １月あたりの利用単位 

要支援１ 2268 単位 

要支援２ 4228 単位 

 

◎上記加算は、サービス担当者会議を通じ、必要と認められる場合は継続します。 

◎上記計画は、利用者及びその家族に説明し、同意を得ます。 

 

○前項の利用料等のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができます。 

○通常の事業の実施地域を越えて行う指定通所リハビリテーションに要した送迎費は、その実費とする。

なお、自動車を使用した場合の送迎費は、各 500 円とします。 

○その他の便宜の提供のうち、日常生活においても通常必要となる費用であって、利用者に負担させるこ

とが適当と認められるものとします。 

○前項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払

に同意する旨の文書に署名（記名押印）を受けることとします。 

[利用料金の変更] 

① 事業者は利用者に対して介護保険給付体系の変更又はサービス体系に変更があった場合、サービ

ス料金の変更をすることができます。 



 

② 利用者が、料金の変更を承諾する場合、新たな料金に基づく【同意書】を作成し、お互いに取り

交わすこととします。 

③ 利用者が料金の変更を承諾しない場合には、この契約を解除することができます。 

 

９ 通常の事業の事業実施地域 

通常の事業の実施地域は、次の通りとします。 

川崎市多摩区 生田、菅、中野島   （川崎市多摩区内一部地域） 

 

 

１０ サービス利用にあたっての留意事項 

① 送迎の時間変更があった場合には速やかにご連絡いたします。 

② 体調確認として毎日医師による診察、健康チェックを行います。 

③ サービス提供時間は体調不良等により変更、又は中止する場合がございます。 

④ 利用者は事業所の設備及び備品を利用するに当たっては、職員の指示や定められた      

取扱要領に従い、当該設備等を破損することのないよう、また安全性の確保に留意するもの

とします。 

⑤ 利用者は事業所の安全衛生を害する行為をしてはなりません。 

 

 

１１ 苦情申し立て制度 

① 苦情者からの相談又は、苦情等に対応する常設の窓口 

◎連絡先 ⇒ 医療法人社団山手クリニック リオクリニック 

◎担当者 ⇒ 五十嵐 郁弥 

◎電 話 ⇒ 044-874-4022  〔月曜～水、金曜の午前 9 時半～午後 6 時〕 

 

② 多摩区役所  高齢・障害課  

◎電 話 ⇒ 044-935-3187  

 

③ 神奈川県 高齢福祉グループ 

電 話 ⇒ 045-329-3447 

 

④ 苦情に対する対策 

 

１２ 事故発生時の対応について 

① 当事業所は、利用者に対し、サービスを行っているときに利用者の症状の急変が生じた場合その他

必要な場合は、家族または緊急連絡先へ連絡するとともに、速やかに医師へ連絡を取り、必要な措

置を講じる。また、各事業所担当者へも連絡する。 

② 賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。 

③ 急を要する非常災害時には、利用者の帰宅を原則とします。（帰路の物理的遮断等を除く） 



 

④ 担当の介護支援専門員、また市区町村の介護保険課への報告を行う。 

⑤ 事業内にて事故の記録をする。 

 

事故防止のための具体的対策 

事故発生の要因と予防 事故防止対策 
①利用者側の要因 
• 運動機能の低下 

麻痺 
筋力低下 
バランス障害 
関節可動域制限 
体力低下 など 

• 感覚機能の低下 
視覚障害 
聴覚障害 
知覚障害 など 

• 判断力、適応力の低下 
注意機能障害 
記憶障害 
認知障害 
失行   など 

利用者への教育・啓発（理解力のあるケース） 
*下記について充分な説明をし、ご理解いただく 
• 身体状況、運動能力 
• 無理な動きをしない 
• 身の回りの状況確認をしてから行動 
• 体力の維持・向上に努める（散歩・リハビリ体操
など） 

利用者への教育・啓発（認知症などで理解力のないケ
ース） 
• 規則正しい生活を送れるようにする 
• 定期的にグループでリハビリ体操、散歩などを実
施する 

• 作業療法など、落ち着いて過ごす時間を作る（精
神安定） 

• 睡眠剤・その他の薬の副作用がないか留意する 
*主に介護側の配慮、環境の工夫が中心となる（後述） 
利用者の身辺や身につけるものの工夫（適切なものに
替える）、歩行補助具、装具、履物、大き過ぎないズボ
ン、気温に応じた衣類、眼鏡、補聴器、車椅子のサイ
ズ等 

 

１３ 非常災害対策 

① 事業所に災害対策に関する担当者（防火管理者）を置き、非常災害対策に関する取り組みを行いま

す。災害対策に関する担当者（防火管理者）：服部 幹彦 

② 非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それ

らを定期的に従業員に周知します。 

 

 

１４ 個人情報の取り扱いについて 

① 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切

な取扱いに努める。 

② 事業所が得た利用者の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的

に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を

得るものとする。 

 

１５ 虐待の防止のための措置に関する事項 

① 事業所における虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果に

ついて、介護職員その他の従業者に周知徹します。 

② 事業所における虐待防止のための指針を整備します。 

③ 事業所において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を年 1 回実施します。 

④ 適切に実施するための担当者を設置します。 



 

 

１６ 身体拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合の手続き  

  事業所は、通所リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者の生命又は身体を保護するた 

め緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身 

体拘束等」という）を行わないものとし、やむを得ず身体拘束等を行う場合にはその様態 

及び時間、利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由等必要な事項を記録するもの 

とする 

 

１７ 業務継続計画の策定    

①事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を 

継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下 

「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなけ 

ればならない。  

②  事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び 

訓練を定期的に実施しなければならない。  

③  事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更 

を行うものとする 

 

 

 附 則 

 この規程は、2024 年 11 月 1 日から施行する。 

 

 


